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研究成果の概要（和文）：本研究は、国家および諸中間団体に自然人と同様の人格や権利能力、

また集合的な心理の実在を措定し、その発展や保護についての論理を体系化しようとする試み

が、純粋な法理論として以上に政治思想としていかなる展開を遂げたかを検討した。特に井上

毅・穂積八束・美濃部達吉・末弘厳太郎の思想を「団体」論の系譜の中に位置づけ、それが国

家であれ自治体や職能団体などの中間団体であれ、「団体」に期待される自己統治能力（しばし

ば「自治」という概念で説明される）と権利主体としての実体性がどのように理論的に説明さ

れたてきたか、それぞれの時代の学問的背景、具体的な準拠理論、使用される理論的概念の継

承関係や変化を明らかにした。  

 
研究成果の概要（英文）：This research examined the theoretical development of the concept 
of “Genossenschaft” or “association” as a subject of political and legal rights in 
the modern Japanese academic discourses. Specifically, theorists such as Inoue Kowashi, 
Hozumi Yatsuka, Minobe Tatsukichi, and Suehiro Izutaro are highlighted as leading figures 
who elaborated the theory of the competence of self-government of “Genossenshaft” and 
its function in the greater political body, such as a modern nation state.   
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１．研究開始当初の背景 
 松田はこれまで近代日本における社会学
理論および科学哲学的分野での生物進化論
の国家有機体論との接合をめぐる思想家・理
論家の言説分析をおこなってきた。その研究
の過程で、国家論および社会における中間団
体の役割をめぐる議論において、そもそも国
家や中間団体を個人と集合とみなさずに、そ
れ自体を実体的な権利能力主体とみなし、人
格や集合的な心理の存在までが措定される

議論が盛んになり、またその理論的可能性を
深めようとする傾向がひろく社会科学の諸
分野で見られることに着目した。その中でも
法学者の著作を主たる素材として、法理論に
おける中間団体および「団体」としての国家
の理論的位置づけが、法理論としての整合性
や有効性だけでなく、政治思想としていかに
２０世紀初期の時代潮流と呼応し、またそこ
で生み出された知見が２０世紀前半の日本
におけるナショナリズム思想の展開に影響
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を与え、あるいはどのように齟齬をきたした
かを明らかにすることがまだ未開拓である
と考えた。 
 
２．研究の目的 
近代日本の政治思想において、「国家」対

「個人」、「権力」対「自由」といった対立軸
に基づく対抗関係は必ずしも、政治思想の理
論的発展の核心部分を構成したとはいえな
い。政治体は何を基礎単位として構成されて
いるのか、個々の基礎単位に認められる権利
と義務は何か、政治体は全体として意思をも
っているのか、その意思はいかなる論理構成
によって正当化されるか、といった最も核心
部分をなす諸問題への考察は、非常に短期間
に西洋発の新たな思想を導入しつつ書き換
えられながら、他方思想的継承と複雑な相互
影響関係を形成し展開されていた。 
 従来、非西洋圏における西洋法の継受は個
人主義の未発達による欠陥があったという
解釈が強かったが、むしろ１９世紀末から２
０世紀前半の西洋法思想自体が個人主義へ
の疑いを強めており、日本の法思想の展開は
その動向に敏感に反応し、なおかつそれが日
本社会にいかなる現実性をもつかを真剣に
検討した例も少なからず存在していた。 
 かかる問題を対象として、本研究では、明
治期から昭和初期にいたる「団体」概念の変
遷を通じて、意思と権利・義務の担い手を多
元化し多レベル併存化する理論的試みの内
実を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
研究方法は以下のような段階をふまえて構
成された。 
 (1)史資料の所在確認、閲覧および入手、整
理。日本国内では国立国会図書館などでの文
献の調査と、特に法学における「団体」理論
の体系化に多大な貢献をしたギールケの蔵
書を有する一橋大学図書館ギールケ文庫で
の調査、英国のブリティッシュ・ライブラリ
ーおよびロンドン大学ユニバーシティ・カレ
ッジ図書館、ケンブリッジ大学図書館での調
査をおこなった。 
(2)これらの資料から、「団体」「自治」とい
った概念の構成を抽出し、また相互の影響関
係や歴史的社会的背景と議論のコンテクス
トを明確にする。必要に応じて、関連二次文
献にもあたる。 
(3)理論的枠組みの構築。法理論内部での「団
体」概念の扱いに依存するのではなく、近代
社会における権利主体の単位が自明に「個人」
にだけ割り振られていたわけではない点を、
「団体」概念の扱い方のなかから抽出し提示
する。 
 
４．研究成果 

 研究成果は、学会報告、公刊論文（予定分
も含む）において発表しているが、概略は次
のようになる。 
明治以降の日本の法学者による「団体」論

に影響を与えた西洋の法思想・政治思想はき
わめて多様なものであったが、理論的にまと
まりと深みをもってインパクトをあたえた
のは、ドイツ系では、ギールケ、ブルンチュ
リ、シュタイン、ラーバント、イェーリング、
らの法学者、英米系では、オースティン、メ
イトランド、メインなどの実証主義的法学者
と法史学者らであった。これらが、日本の代
表的な法学者である穂積陳重、穂積八束、鳩
山秀夫、中田薫、美濃部達吉、末弘厳太郎、
牧野栄一、上杉慎吉らに与えた影響は重要で
ある。また、そういった法学者の研究は、法
学の世界にとどまらず、さらに広い範囲の知
的動向と相互的な影響圏を形成した。内務官
僚である平田東助らの団体研究、吉野作造・
大山郁夫らの政治学者、福田徳三ら経済史学
者は、それぞれの分野で同様な問題群に取り
組んでいた。 
 まず重要なのは、政治体の生物学的アナロ
ジーとしての有機体的国家観は、むしろ法思
想の世界からはほぼ退場した。たとえば有名
な天皇機関説における「機関」は organ であ
って、本来の概念の用法からいえば有機体的
国家観と親和的であるが、当時そのような指
摘は、北一輝などの特別な例を除けば、なさ
れなかった。知識の専門化がすすみ、哲学・
思想系統の知識人に国家学・法学の教養が失
われていったためである。それが政治問題化
したときに起きた混乱は、organ と機械的な
部品の概念が区別できていなかったり、かり
に国家や国民が有機的一体であるとしたら
君主権をその「内部」に位置づけていいのか
どうかという問題についての理解ができて
いない多数の論争参加者によるものであっ
た。ただし、その誤解や理論的混乱は本来専
門家であるはずの法学者や社会学者にまで
逆流したこともある。 
明治初期の法思想に重要な役割を果たし

た法制官僚の中心人物井上毅は、早い時点か
ら、地方団体、職能団体の権利主体としての
扱いと、国家の「主権者」としての天皇との
理論的整合性に多様な問題が存在すること
を認識していた。井上はもちろん、国民の天
皇への忠誠と団体的自治を、たとえいかに困
難であっても、裂け目が見えないように理論
的に結びつけるべきだと考えていた。他方、
極端な天皇中心主義者である穂積八束や上
杉慎吉は、理論的には個人主義的な法実証主
義に固執し、そこから生じた理論的なねじれ
を克服することに失敗したが、その失敗が、
美濃部らアカデミズムからも、あるいは北一
輝のような民間の政治運動家からも指摘さ
れても、自己を権威化する以上の対処策をと



 

 

らなかった。 
 中間団体に期待される自己統治能力と国
家の全体秩序との関係がどのように理論的
に説明されたかについては、ドイツとフラン
スの地方制度の違いから折衷的な方法を模
索する井上毅や内務省に関係する知識人館
郎、トクヴィルに着目しアメリカ型の分権シ
ステムから学ぼうとする福澤諭吉や英米法
学系統の知識人、そして、日本版歴史学派と
もいうべき中田薫や経済史の福田徳三など
が、おおまかいえば、歴史的経験としての「自
治」と「公共精神」の概念を、内包される意
味を変化させながら再利用を繰り返したこ
とが重要である。 
このような議論の展開に伴って、明治後半

期から「自治」という用語の使用は増加する
が、これは単に地方自治制度の整備に関する
だけでなく、人々が一定地域や職能団体の秩
序などを「自治」的に管理する能力の養成が、
国家からも民間の世論としても高まったこ
とを背景としている。「自治」の内容は多岐
にわたり、保安や政治的安定などのセキュリ
ティ問題から、経済的利益を共同で守るため
の組合などの奨励、個人の人格的自己陶冶と
いった教育的課題にいたるまで「自治」の理
念はかかわる。 
「自治」の理念から歴史的に逆算して、日本
の近世、あるいはそれ以前にいかなる団体的
法関係が成立していたかを再発見しようと
するアプローチも明治後期以降繰り返し現
われた。初期の実証的歴史学者である三浦周
行は、鎌倉時代の武士団や寺社の法に「法治
国家」の淵源を求めた。ただし、こういった
アイデアの萌芽は、すでに近世の思想家、た
とえば太宰春台や安積艮斎らの「封建」論を
巧みに継承したものと見ることができる。い
わば「封建論」は、「団体」「自治」概念と結
びついて、日本の歴史的経験を特権化するた
めのイデオロギー系譜を構成する役割を果
たした。 
 また「団体」論は、国家のみならず地方団
体や職能団体などへの個人の責務を正当化
するものはなにかという問題とも結びつい
た。近代日本では、中国や日本で古くから使
用されてきた概念である「報国」が、個人の
公共的責務（必ずしも直接国家に対するもの
とは限らず）を表現するのに用いられること
となったが、それがどういった義務を課すも
のであるのかについて、多様な論争が展開さ
れてきた。また、この「報国」について、個
人と国家を「団体」が媒介し、なおかつその
基礎的な主体が個人であるかどうかは、議論
の対象となった。 

「団体」概念はこのように個人と国家とを
媒介する重要な役割を担ったが、同時にそれ
は、「団体」をどれだけ強く権利能力主体と
して承認するかという論争を生み出した。ま

ず、地方自治問題、そして次第に農業組合、
都市の事業者組合、労働問題といった形で争
点は展開し、さらには、そもそも国家とは「自
治」組織の連合体であるのか、それ自体一つ
の「自治」組織であるのか、また日本が支配
する植民地地域の社会にどれだけ「団体」と
しての法的権利能力を認めるのか、あるいは
そのような社会的実体を措定するのかとい
った、政治体制全体にかかわる理論への関心
が昭和初期には高まった。この問題は第二次
大戦後、あらたな政治体制成立後も、地方分
権、利益集団の組織化などが争点化するたび
に、議論の底流に流れることとなった。 
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